
令 和 ７ 年 第 ４ 回 定 例 会  土 木 建 築 委 員 会 資 料

１ 合 い 議 案 件  

第 １ ０ ５ 号 議 案  職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て  

（ 土 地 収 用 法 に 基 づ く 鑑 定 法 人 等 の 旅 費 及 び 手 当 に 関 す る 条 例 ） ・ ・ ・ ・ ・  ２  

    第 １ ２ ３ 号 議 案  大 分 県 立 学 校 の 設 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て  

（ 大 分 県 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 ）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ３  

２ 付 託 案 件  

第 １ ２ ４ 号 議 案  令 和 ７ 年 度 大 分 県 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ４  

  第 １ １ ７ 号 議 案  公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ７  

  第 １ １ ８ 号 議 案  工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て （ 一 般 国 道 ３ ８ ８ 号  楠 本 橋 上 部 工 ）  ・ ・ ・ ・ ９  

  第 １ １ ９ 号 議 案  工 事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て （ 一 般 県 道 古 江 丸 市 尾 線 ２ 号 ト ン ネ ル ） ・ ・ ・ １ ０  

  第 １ ２ ０ 号 議 案  工 事 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て （ 一 般 国 道 ３ ８ ６ 号  三 郎 丸 橋 上 部 工 ） ・ ・ ・ １ ２  

  第 １ ２ １ 号 議 案  大 分 県 地 方 港 湾 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ３  

  第 １ ２ ２ 号 議 案  工 事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て  

（ 都 市 計 画 道 路 庄 の 原 佐 野 線  第 ３ 橋 梁 上 部 工 製 作 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ４  

３ 諸 般 の 報 告  

① 一 般 県 道 古 江 丸 市 尾 線 ２ 号 ト ン ネ ル 工 事 の 進 捗 状 況 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ６  

② 特 定 都 市 河 川 指 定 に 基 づ く 条 例 の 制 定 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ８  

③ 大 分 港 大 在 地 区 コ ン テ ナ ク レ ー ン ２ 号 機 更 新 工 事 の 進 捗 状 況 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １ ９  

④ 大 分 県 海 岸 保 全 基 本 計 画 の 改 定 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ０  

⑤ 都 市 計 画 道 路 庄 の 原 佐 野 線 街 路 改 築 工 事 の 進 捗 状 況 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ １  

⑥ 新 た な 大 分 県 耐 震 改 修 促 進 計 画 の 素 案 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ３  

⑦ 新 た な 大 分 県 賃 貸 住 宅 供 給 促 進 計 画 の 素 案 に つ い て  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ ４  

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ８ 日 

土 木 建 築 部 
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職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て

（土地収用法に基づく鑑定人等の旅費及び手当に関する条例の一部改正関係）

３ 施行日

令和８年４月１日

（参考）土地収用法に基づく鑑定人等の旅費及び手当に関する条例の概要

土地収用法（昭和26年法律第219号）において、収用委員会の調査審理のために必要がある場合は、鑑定人に出頭を命じて鑑定させ、

又は参考人に出頭を命じて審問できることが規定されている。この鑑定人等に対して支給する旅費及び手当については、同法の規定に

より条例で定めることとされており、当該規定に基づき本条例を制定しているもの。

１ 改正理由

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）の改正に伴い、県においても､旅行実態に合わせた旅費の支給等を行う

ため、職員等の旅費に関する条例（昭和26年大分県条例第28号。以下「旅費条例」という。）の一部改正を行うこととしている。

これに合わせて、土地収用法に基づく鑑定人等の旅費及び手当に関する条例（平成14年大分県条例第46号）の関係規定について、

同様の改正をするもの。

改正後改正前改正事項

鉄道賃

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊費

包括宿泊費

宿泊手当

旅行雑費

鉄道賃

船賃

航空費

車賃

宿泊料

食卓料

旅行雑費

鑑定人等に対して支給する

旅費の種類

土木建築部 用地対策課

第１０５号議案

２ 改正内容
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【改正理由】

別府市や佐伯市が実施する住居表示事業に伴い、県立学校及び県営住宅の位置の表示について、規定を改正するもの。

第123号議案 大分県立学校の設置に関する条例等の一部改正について

【改正内容】

【施行期日】

１ 令和８年１月１０日

２ 公布の日、令和８年１月１０日

１　大分県立学校の設置に関する条例　別表　特別支援学校の部

現行 改正案

　大分県立別府支援学校 　別府市大字鶴見四、二二四番地 　別府市荘園町五六番六八号

　大分県立別府支援学校鶴見校 　別府市大字鶴見四、〇七五番地一二 　別府市荘園町六六番八号

　大分県立別府支援学校石垣原校 　別府市大字鶴見四、〇五〇番地二九三 　別府市荘園町七三番六六号

２　大分県県営住宅の設置及び管理に関する条例　別表

現行 改正案

　県営扇山住宅 　別府市竹の内町

　県営扇山第二住宅 　別府市扇山三丁目

　県営原住宅 　別府市鶴見三丁目

　県営石垣原住宅 　別府市荘園町

　県営扇山東住宅 　別府市扇山四丁目

　県営山ノ手北住宅 　別府市大字別府 　別府市山の手新町

　県営女島住宅 　佐伯市字女島、字内女島及び字船場 　佐伯市女島一丁目及び女島二丁目

　別府市大字鶴見

位　　　置
名　　　称

名　　　称
位　　　置

※※※別府市告示第５１３号による指定日：R8.1.10
佐伯市告示第２号による指定日 ：R7.9.16 2

【公営住宅室】
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１　補正予算額  (単位:千円)

区分

［補正事業一覧］  (単位:千円)

　総  務  費 164,097 25,000 189,097 

（第１２４号議案）　令和７年度大分県一般会計補正予算案（第３号）の概要（土木建築部）

款    別 既決予算額 今回補正予算額 補正後現計額

一
　
　
般
　
　
会
　
　
計

　土  木  費 83,060,840 11,965,872 95,026,712 

　そ　の　他 17,684,277 0 17,684,277 

　公 共 事 業 69,498,677 11,990,872 81,489,549 

計 100,909,214 11,990,872 112,900,086 

内

訳

　　 一般公共 43,356,093 11,990,872 55,346,965 

　　 直轄負担金 4,774,880 0 4,774,880 

　　 住　　宅 1,555,081 0 1,555,081 

　　 災害関連 2,824,300 0 2,824,300 

　非公共事業 31,410,537 0 31,410,537 

　　 災害復旧 16,988,323 0 16,988,323 

今回補正予算額 今回補正予算額

1 （公）道路改良事業費 3,062,837 13 （公）港湾改修統合事業費 48,720

2 （公）交通安全事業費 108,905 14 （公）通常砂防事業費 1,437,849

3 （公）道路防災事業費 102,815 15 （公）火山砂防事業費 417,165

4 （公）道路施設補修事業費 1,300,567 16 （公）特定緊急砂防事業費 172,550

5 （公）広域河川改修事業費 1,591,954 17 （公）地すべり対策事業費 231,420

6 （公）河川緊急情報基盤整備事業費 101,500 18 （公）急傾斜地崩壊対策事業費 938,875

7 （公）治水ダム建設事業費 765,716 19 （公）砂防施設緊急改築事業費 307,545

8 （公）ダム情報基盤総合整備事業費 9,530 20 （公）土砂災害警戒区域等調査費 99,000

9 （公）津波危機管理対策緊急事業費(河川課) 23,548 21 　盛土災害防止調査費 25,000

10 （公）津波危機管理対策緊急事業費(港湾課) 37,957 22 （公）街路改良事業費 1,032,357

11 （公）侵食対策事業費 30,450 23 （公）県営都市公園長寿命化対策事業費 112,046

12 （公）重要港湾改修事業費 32,566 計 11,990,872

事業名 事業名
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【土木建築企画課】

２　債務負担行為の補正

【一般会計】（追加分） (単位:千円) (単位:千円)

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10

11

12

（公）道路改良事業費 R7～R8 230,000 （公）広域河川改修事業費 R7～R8 427,000

事業名 期間 限度額 事業名 期間 限度額

（単）道路防災事業費 R7～R8 330,000 （単）急傾斜地崩壊対策事業費 R7～R8 223,000

（単）交通安全事業費 R7～R8 148,000 （単）砂防改修事業費 R7～R8 83,000

（単）側溝整備事業費 R7～R8 9,000 （公）通常砂防事業費 R7～R8 55,000

（単）身近な道改善事業費 R7～R8 295,000 （単）砂防施設再生事業費 R7～R8 52,000

（公）交通安全事業費 R7～R8 95,000 （公）地すべり対策事業費 R7～R8 46,000

（単）道路施設補修事業費 R7～R8 658,000 （公）火山砂防事業費 R7～R8 143,000

（公）道路施設補修事業費 R7～R8 100,000 （公）街路改良事業費 R7～R8 60,000

（公）道路防災事業費 R7～R8 155,000 （公）急傾斜地崩壊対策事業費 R7～R8 189,000

（単）緊急河床掘削事業費 R7～R8 355,000

（単）道路改良事業費 R7～R8 445,000 ゼロ県債(交付金＋単独)　計 4,500,000

（単）河川海岸改良事業費 R7～R8 402,000
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【土木建築企画課】

３　繰越明許費（限度額）
(単位:千円)

  注:【合計】の事業数は、【既決分】と【追加分】の計

［事業一覧］
【一般会計】（追加分） (単位:千円) 【一般会計】（変更分） (単位:千円)

1 1
2 2
3 3
計 4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計

一般会計 特別会計

 公 共 事 業 単 独 事 業 小計  臨海工業地帯建設事業  港湾施設整備事業
合計

事業数 事業数 事業数 事業数 事業数 事業数

12,340,000 12,705,000 0 0 1 365,000 49 
【既決分】

（9月補正 議決承認分）
29 9,980,000 19 2,360,000 48 

【変更分】
（12月補正） 20 8,287,000 0 0 20 

【追加分】
（12月補正）

3 96,000 0 0 3 96,000 

8,287,000 0 0 20 

【合　計】 32 18,363,000 19 2,360,000 21,088,000 

8,287,000 0 0 

96,000 0 0 0 0 3 

（公）ダム情報基盤総合整備事業費 6,000 盛土災害防止調査費 17,000
（公）侵食対策事業費 21,000 （公）交通安全事業費 76,000

52 

事業名 補正額 事業名 補正額

51 20,723,000 0 0 1 365,000 

（公）道路改良事業費 2,143,000
（公）広域河川改修事業費 1,114,000
（公）河川緊急情報基盤整備事業費 71,000

（公）土砂災害警戒区域等調査費 69,000 （公）道路防災事業費 71,000
96,000 （公）道路施設補修事業費 910,000

（公）通常砂防事業費 1,006,000
（公）火山砂防事業費 292,000
（公）特定緊急砂防事業費 120,000

（公）治水ダム建設事業費 536,000
（公）津波危機管理対策緊急事業費（河川課分） 16,000
（公）津波危機管理対策緊急事業費（港湾課分） 26,000

（公）重要港湾改修事業費 22,000
（公）港湾改修統合事業費 34,000
（公）街路改良事業費 722,000

（公）地すべり対策事業費 161,000
（公）急傾斜地崩壊対策事業費 657,000
（公）砂防施設緊急改築事業費 215,000

（公）県営都市公園長寿命化等対策事業費 78,000
8,287,000

※【既決分】のうち増額設定する事業
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第１１７号議案 公の施設の指定管理者の指定について                     【土木建築企画課】

   令和７年度末をもって指定期間が満了する公の施設の指定管理について、次のとおり指定管理者として指定するもの。 

                

１.指定管理候補者選定の経過                                  

※●は選定委員会 

２.審査基準  

３.指定管理候補者及び選定委員会における評価等                                  （単位：千円）                       

指定管理候補者 提案価格 債務負担行為額 選定委員会における評価 

株式会社ササキコーポレーション 

 代表取締役 佐々木 隆文 

７０，９６５ 

（債務負担同額） 

７０，９６５ 

(13,643+550)*5年 

・過去１０年間の指定管理者としての実績（係船率ほぼ１００％達成等）。 

・港をスタートとして地域全体の賑わいづくりをしようと努力している。 

・全体的に県政及び市政の声をしっかり事業に活かしており、事業計画にも

具体性がある。 

・危機管理に対する意識が高い。 

項目 年月日 

●第１回選定委員会 

（審査基準、スケジュール、募集要項等の検討）
令和7年7月7日（月） 

公募開始（公告） 令和7年7月16日（水）

公募に関する現地説明会実施 令和7年8月12日（火）

公募に関する質問受付 
令和7年8月4日（月）～

令和7年8月21日（木）

申請書の受付（２者） 
令和7年9月1日（月） 

～令和7年9月16日（火）

ヒアリング実施通知 令和7年10月17日（金）

●第２回選定委員会 

（ヒアリング、審査、協議・選定） 
令和7年10月31日（金）

審査基準 評価項目 

１. 事業計画書の内容が、

施設の設置目的に沿い、県

民の平等な利用が確保され

るとともに、適切な維持管

理が行われるものであるこ

と。 

（１）施設の設置目的及び県が示した管理方針との整
合性 

（２）平等な利用を図るための具体的手法及び期待さ
れる効果 

（３）サービスの向上を図るための具体的手法及び期

待される効果 

２. 事業計画書の内容が、

公の施設の効用を最大限に

発揮するものであること。

（１）事業計画書の内容、適格性及び実現の可能性 

（２）係船率の向上を図るための具体的な手法及び期

待される効果 

３. 事業計画書の内容が、

管理の経費の縮減が図られ

るものであること。 

（１）施設の管理に係る経費の内容 

４. 事業計画書に沿った管

理を安定して行う能力を有

しているものであること。

（１）施設の維持管理・安全管理の内容、適格性及び  

実現の可能性 

（２）収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

（３）安定的な運営が可能となる人的能力、経理的基盤

（４）類似施設の運営実績 

別府港北浜ヨットハーバー【公募／指定期間５年：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日】 
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第１１７号議案 公の施設の指定管理者の指定について                  【土木建築企画課】  

   令和７年度末をもって指定期間が満了する公の施設の指定管理について、次のとおり指定管理者として指定するもの。 

  

１．指定管理候補者選定の経過

項目 年月日 

県民意見募集（パブリックコメント） 
令和7年7月16日（水）

～8月18日(月)

外部有識者への意見聴取 令和7年9月26日（金）

２．指定管理候補者及び県民・外部有識者からの意見                                (単位：千円) 

指定管理候補者 提案価格 債務負担行為額 県民・外部有識者からの意見 

株式会社サンリオエンターテイメント 

 代表取締役社長 小巻 亜矢 

３８４，５１０ 

（債務負担同額） 

３８４，５１０ 

(76,352+550)*5年 

○県民意見の募集 

・意見なし 

○外部有識者の意見 

・ハーモニーランドは都市公園ハーモニーパーク内にあり、一

体的に構成されていることから、公園内の効率的な管理運営

や利用者の安全確保のためには、公園全体の管理は一体的に

行われることが適切 

・ハーモニーランドの利用者増とハーモニーパーク全体の利用

者増はリンクしており、ハーモニーランドの広報活動がその

ままハーモニーパークの来園者増に繋がるメリットは非常に

大きい 

・こうした理由から、ハーモニーパークの指定管理者として株

式会社サンリオエンターテイメントを任意指定することにつ

いては妥当であると判断する。 

ハーモニーパーク【任意指定／指定期間５年：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日】
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事業概要

◆事 業 箇 所 ：佐伯市蒲江大字畑野浦～竹野浦河内

◆延 長 ：L=7,400m

◆計 画 幅 員 ：車道幅員 W=6.0m(全幅員W=9.75m)

◆事 業 目 的 ：線形不良、幅員狭小箇所の解消や歩道設置

による安全性・走行性の向上を図る。

発注工事内容

福岡県

熊本県

宮崎県

◆工 事 名 ：令和7年度 防安国改佐第3号 道路改良工事

◆工 事 場 所 ：国道388号 佐伯市蒲江大字楠本浦

◆工 事 概 要 ：橋梁上部工（鋼単純鋼床版箱桁橋）

延長 L=60.8m

車道幅員 W=6.0m（全幅員 W=11.6m）

◆契約の方法 ：要件設定型一般競争入札(総合評価落札方式)

◆工 期 ：契約締結日の翌日～令和9年7月30日

◆契 約 金 額 ：581,350,000円（税込）

◆契約の相手方：三井住友建設鉄構エンジ・大鐵

特定建設工事共同企業体

◆平面図◆

◆側面図◆

◆上部工断面図◆

至

佐
伯
市
街

至

宮
崎
県

第 1 1 8号議案 工事請負契約の締結について （ 一 般 国 道 3 8 8 号 ( 仮 称 ) 楠 本 橋 上 部 工 工 事 ）

Ｌ=60.8m

Ｌ=60.8m

く す も と

位置図

388

畑野浦楠本

バイパス

（L＝7.4㎞）

事業平面図

至 宮崎県

至 佐伯市街

楠本川

写真①

写真①

今回発注工事
(仮称)楠本橋

至

佐
伯
市
街

至

宮
崎
県

竹野浦河内地区

畑野浦地区

（仮称）楠本橋

事業平面図範囲

至

佐
伯
市
街

至

宮
崎
県

【道路建設課】

国土地理院地図を加工して作成
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現 況 状 況

位 置 図

蒲江IC

古江丸市尾線

古江丸市尾線

葛原～丸市尾工区

事業延長L＝１．５８㎞

丸市尾浦

葛原浦

標準断面図

計画平面図

◆工 事 名 ： 令和６年度 防安地改佐第２号 道路改良工事

◆工事場所 ： 一般県道古江丸市尾線 （葛原～丸市尾工区）

◆工事内容 ： 施工延長 Ｌ＝１７７．０ｍ

(内トンネル延長 Ｌ＝１４６．８ｍ)

車道幅員 Ｗ＝５．５m（全幅員 Ｗ＝８．５ｍ)

◆請負金額 ： ９１９,０６３,９９２円（税込）

◆工 期 ： （当初）令和７年３月２８日～令和８年３月１３日

（変更）令和７年３月２８日～令和８年４月３０日

◆受 注 者 ： 平和・風戸特定建設工事共同企業体

（契約日：令和７年３月２７日）

工 事 概 要

第 1 1 9 号 議 案 工 事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て （ 一般県道 古江丸市尾線（仮称）２号トンネル） １／２
ふ る え ま る い ち び

課題及び整備効果

●課題

・線形不良、幅員狭小

・歩道未整備

●整備効果（バイパス整備）

・線形不良、幅員狭小の解消

・歩道設置による安全性・走行性の向上

・越波や落石等の災害に強く安全な通行空間を確保

至

蒲
江

現

道

至

波
当
津

丸市尾浦葛原浦

現道

名護屋湾
２号トンネル

L＝146.8m

施工延長L＝177m

事業延長 Ｌ＝１．５８km

【道路建設課】事 業 概 要
◆事 業 箇 所 ： 佐伯市蒲江大字葛原浦～丸市尾浦

◆延 長 ： L=1.58km

◆計 画 幅 員 ： 車道幅員 W=5.5m(全幅員W=9.75m)

- 10 -



○工事実施状況 掘削延長 Ｌ＝１２０ｍ（全長１４６.８ｍ）

掘削進捗率 約８１．７％（令和７年１０月末時点）

○ 変 更 内 容

・当初想定よりも硬質な岩盤が現れ、機械掘削が困難となり施工効率が低下 ⇒発破掘削に変更

掘削工法変更に伴う工期延伸

機械掘削状況 トンネル切羽状況

亀裂少、硬質

（工程表）

１．５ヶ月間・火薬庫等の設置、火薬取締法許可申請手続き、周辺地域の住民等への説明

【道路建設課】

第 1 1 9 号 議 案 工 事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て （ 一般県道 古江丸市尾線（仮称）２号トンネル） ２／２
ふ る え ま る い ち び
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至 福岡県

今回発注工事
三郎丸橋

386

◎
日田市役所

石井庄手線

212

日田IC

日田玖珠線日田玖珠線

大分自動車道大分自動車道

事業概要

◆事 業 箇 所 ：一般国道３８６号 日田市大字友田

◆事 業 目 的 ：令和6年6月30日から7月2日の梅雨前線豪雨に

よって被災した国道386号三郎丸橋において,

橋梁架替えとあわせて河道を拡幅する改良復旧

工事を行い、再度災害の防止を図る。

発注工事内容

福岡県

熊本県

宮崎県

◆工 事 名 ：令和7年度 6道関第1-5号 橋梁災害関連工事

◆工事概要 ：橋梁上部工（鋼2径間連続合成床版橋）

延長L=88.3m

車道幅員W=7.0m（全幅員W=12.0m）

◆工 期 ：契約締結日の翌日～令和9年3月30日

◆契約の方法 ：要件設定型一般競争入札(総合評価落札方式)

◆契約金額 ：964,700,000円（税込）

◆契約の相手方：三井住友建設鉄構エンジ・臼杵造船特定

建設工事共同企業体

◆平面図◆

第 1 2 0号議案工事請負契約の締結について ( 一 般 国 道 ３ ８ ６ 号 三 郎 丸 橋 上 部 工 工 事 )
さ ぶ ろ う ま る

位置図

Ｌ=88.3m 至

日
田
市
街

至

福
岡
県

◆上部工断面図◆

W=12.0m

W=7.0m

Ｌ=88.3m

工程表

◆側面図◆

状況写真

三郎丸橋

◆被災直後（R6.7.2撮影）◆ ◆現状（R7.11.7撮影）◆

至

福
岡
県

至

日
田
市
街

至

日
田
市
街

至

福
岡
県

至

福
岡
県

至

日
田
市
街

【道路保全課】

9月 12月 3月 9月 12月 3月 9月 12月 3月

測量・設計 測量・設計

仮設歩道橋

本復旧（下部工）

本復旧（上部工）

橋梁工事

令和８年度
事業内容

令和６年度 令和７年度
6月6月6月

出水期

国土地理院地図を加工して作成
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第121号議案 大分県地方港湾審議会条例の一部改正について

公布の日

第２条第１号において引用する港湾法の規定の一部改正に伴う規定の整備

港湾法等の一部を改正する法律（令和７年４月２３日公布 令和７年１０月１日施行）の公布により、気候変動に伴う海水面上昇に対応した港湾の保全
等に関する制度が創設されたため、港湾計画を定めた条文において新たな条項が新設された。

２．法改正の内容（本条例関係部分）

３．条例改正の内容

４．施行日

改正前

第２条 審議会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこ
れらに関し必要と認める事項を知事に建議する。

１ 法３条の３第１項及び第２項に規定する港湾計画

改正後

第２条 審議会は、知事の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及び
これらに関し必要と認める事項を知事に建議する。

１ 法３条の３第１項及び第８項に規定する港湾計画

港湾法第３５条の２に基づき、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項を調査審議するため設置する大分県地方港湾審議会の組織運営等
について定めたもの。

【大分県地方港湾審議会】
・知事の諮問に応じて、港湾計画の策定や県の管理する港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項を調査審議する。
・学識経験者、港湾利用者の代表や関係行政機関の職員などで組織されており、調査審議した結果を知事に建議する。

１．条例の概要

改 正 後改 正 前

第３条の３ (同左)

第２項 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。
第３項 港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候
の変動に起因する港湾区域の水面の上昇 （略） に対応するため、 （略） 高さ及び
機能の最適化に関する事項を記載することができる。 （略）

第４項～１２項 （略）

第３条の３ 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は港湾の
開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定め
る事項に関する計画（以下「港湾計画」という。）を定めなければならない。

（新設）
（新設）

第２～７項 （略）

第８項 地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅
滞なく、国土交通省令で定めることにより、当該港湾計画の概要を公示しなけ
ればならない。

【港湾課】
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第122号議案 工事請負契約の変更について（都市計画道路 庄の原佐野線 （（仮称）第３橋梁）上部工製作）

位置図 工事内容

１／２

事業区間全体図

P7

P８

P9

R7.9撮影

①状況写真

第３橋梁上部工

P10

第３橋梁

L=54m

第２橋梁

L=162m

第１橋梁

L=210m

第４橋梁

L=70m

Ｄランプ橋

L=108m

Ａランプ橋

L=108m

至 大分IC

至 明野

①

完成イメージ図

：橋梁上部工 延長５４．０ｍ

：車道幅員 １４．０ｍ（全幅員１７．０ｍ）

：（当初）５３０，９００，２６０円（税込）

（変更）５２８，２６４，０００円（税込）（２，６３６，２６０円の減額）

： 令和６年３月２８日 ～ 令和８年３月１７日（工期変更なし）

： 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社大分営業所

・

・

・

・

工 事 の 概 要

契 約 金 額

工 期

受 注 者

【都市・まちづくり推進課】

Ｎ

（仮称）第２橋梁 Ｌ＝１６２ｍ

PC4径間連結少主桁橋

（仮称）第１橋梁 L=210m

鋼３径間連続合成細幅箱桁橋

至 大分IC

庄の原佐野線（下郡工区） 事業延長Ｌ＝０．９ｋｍ

【Ｐ１】
（下り線側）
（上り線側）

完成済

【Ｐ8】
発注済

【Ｐ9】
完成

【Ｐ10】
完成

【Ｐ11】
発注済

【Ｐ12】
発注済

【Ｐ6】
完成

【Ｐ7】
発注済

【Ｐ3】
完成

鋼 鋼 Con Con Con Con 鋼 鋼 鋼 Con Con Con鋼Con 鋼

【A1】
発注済

【AA2】

【DA2】
発注済

【Ｐ2】
発注済

【Ｐ5】
発注済

（仮称）第３橋梁

Ｌ＝５４ｍ

鋼単純

少数鈑桁橋

（仮称）第４橋梁

Ｌ＝７０ｍ

鋼２径間連続

少数鈑桁橋

（仮称）Ａ・Ｄランプ橋

Ｌ＝１０８ｍ

３径間連続

合成床版橋

【Ｐ４】
発注済

下郡・明野工区

ＪＲ豊肥本線 米良バイパス下郡バイパス

庄の原佐野線

大分米良IC

広域防災拠点
大分スポーツ公園

大分光吉IC

下郡工区

L=0.9km

加納西交差点

大分市役所

大分県庁

下郡・明野工区

L=1.6km
米
良
バ
イ
パ
ス

松
岡
日
岡
線

工事箇所

国土地理院地図を加工して作成
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第122号議案 工事請負契約の変更について（都市計画道路 庄の原佐野線 （（仮称）第３橋梁）上部工製作） ２／２

変更内容

■ 架設工法の変更に伴う鋼材の材質および鋼材量の変更による減額・・・・・・・【ー２.６百万円】

本橋梁の架設工法は、当初、ＪＲが実施する架設工事にて「送り出し工法」を予定していた。ＪＲとの協議及び、地元・関係機関との調整を行っ

たところ、工期の短縮が可能であり、かつ、より安価な「トラッククレーンベント工法」へ変更が可能となったため、架設工法の変更を行った。

その結果、「送り出し工法」に比べ、架設時の桁にかかる応力が減少し、鋼材の材質変更及び補強材の鋼材量が減小したため、本製作工事にて減額

が生じた。

（送り出し工法） （トラッククレーンベント工法）変更当初

→ 架設時の桁にかかる応力が減少するため、補強が不要

架設工法 （JRが別途工事にて実施）

変更

本工事変更内容

送出し方向

送出しヤード
ベント設備

上部工

Ｐ７橋脚 Ｐ８橋脚

ＪＲ豊肥本線

補強箇所（補強材）補強箇所(材質変更)

ＪＲ豊肥本線

Ｐ７橋脚 Ｐ８橋脚

当初 （送り出し工法） （トラッククレーンベント工法）（架設はJRが別途工事で実施）

→ 架設時の桁に応力がかかるため、補強が必要

ＪＲ豊肥本線

【都市・まちづくり推進課】
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現 況 状 況

位 置 図

蒲江IC

古江丸市尾線

古江丸市尾線

葛原～丸市尾工区

事業延長L＝１．５８㎞

丸市尾浦

葛原浦

標準断面図

計画平面図

◆工 事 名 ： 令和６年度 防安地改佐第２号 道路改良工事

◆工事場所 ： 一般県道古江丸市尾線 （葛原～丸市尾工区）

◆工事内容 ： 施工延長 Ｌ＝１７７．０ｍ

(内トンネル延長 Ｌ＝１４６．８ｍ)

車道幅員 Ｗ＝５．５m（全幅員 Ｗ＝８．５ｍ)

◆請負金額 ： ９１９,０６３,９９２円（税込）

◆工 期 ： （当初）令和７年３月２８日～令和８年３月１３日

（変更）令和７年３月２８日～令和８年４月３０日

◆受 注 者 ： 平和・風戸特定建設工事共同企業体

（契約日：令和７年３月２７日）

工 事 概 要

課題及び整備効果
●課題

・線形不良、幅員狭小

・歩道未整備

●整備効果（バイパス整備）

・線形不良、幅員狭小の解消

・歩道設置による安全性・走行性の向上

・越波や落石等の災害に強く安全な通行空間を確保

至

蒲
江

現

道

至

波
当
津

丸市尾浦葛原浦

現道

名護屋湾
２号トンネル

L＝146.8m

施工延長L＝177m

事業延長 Ｌ＝１．５８km

【道路建設課】事 業 概 要
◆事 業 箇 所 ： 佐伯市蒲江大字葛原浦～丸市尾浦

◆延 長 ： L=1.58km

◆計 画 幅 員 ： 車道幅員 W=5.5m(全幅員W=9.75m)

１／２一般県道 古江丸市尾線【葛原～丸市尾工区】（仮称）２号トンネル工事進捗状況
ふ る え ま る い ち び かずらはら まるいちび
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○工事実施状況 掘削延長 Ｌ＝１２０ｍ（全長１４６.８ｍ）

掘削進捗率 約８１．７％（令和７年１０月末時点）

○ 変 更 内 容

【道路建設課】

①掘削工法の変更による増額（＋３百万円） 【当初】：機械掘削状況 【変更】：発破掘削状況

④インフレスライドによる増加（＋３千６百万円）

労務単価や資材費の変動に対処するため、公共工事請負契約約款に規定するインフレスライド条項を適用

したことによる増額

③インバート等の施工延長の縮減による減額

（－１千４百万円）

約４千７百万円の増額

②地山特性に応じた補助工法の変更による増額

（＋２千２百万円）

軟質・膨張性の岩盤

注入式フォアポーリング

強風化・破砕性の岩盤

長尺鋼管先受け工

２／２一般県道 古江丸市尾線【葛原～丸市尾工区】（仮称）２号トンネル工事進捗状況
ふ る え ま る い ち び かずらはら まるいちび

当 初 変 更

（火薬の装填）

当 初 変 更

機械掘削 発破掘削掘削工法

当 初 変 更

著しい掘削効率の低下

・硬質な岩盤の出現

ロックボルト

インバート

ロックボルト(本数減)

インバートなし
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３．特定都市河川浸水被害対策法の概要

➢施設や区域の指定時には標識を設置し、その表示内容は条例で

定めることと規定（3種類）

４．大分県特定都市河川浸水被害対策施行条例の概要

➢1級河川山国川は、平成24年、平成29年及び令和5年等、豪雨災

害が繰り返し発生したことから、あらゆる関係者が協働し、流域

全体で水災害対策を行う「流域治水」の取組を推進している

➢「流域治水」の取組をさらに効果的に推進するため、国、県、市

が一体となり、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川

への指定を目指す

耶馬溪橋

本耶馬渓支所●

●耶馬渓支所

山国支所●

指定範囲(案)

２．山国川特定都市河川指定の背景

近年の被害状況

➢令和8年3月に、1級河川山国川が、県内で初めて「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく特定都市河川に指定される予定（国指定）

➢法の施行に関し、条例で定めることが規定されている３種類の標識の設置基準について、令和8年第1回定例会で

「大分県特定都市河川浸水被害対策法施行条例」案を提出予定

特定都市河川指定範囲(案)

１．条 例 の 制 定 理 由

特定都市河川指定に基づく条例の制定について
土木建築部河川課

雨水が地下への浸透を妨げる行為（雨水浸透阻害行為）は、

「雨水貯留浸透施設」の設置が必要 等

（１）ハード対策の加速化

（２）雨水流出の増加を抑制

標識の

イメージ

氾濫状況

①雨水貯留浸透施設の標識の設置の基準（法第38条第3項）

②保全調整池の標識の設置の基準 （法第45条）

③貯留機能保全区域の標識の設置の基準（法第54条）

対策

イメージ

河川の整備と、流れ込む雨水を減ら
すことで、浸水被害対策を図る

雨水貯留浸透施設

出典：解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン

雨水浸透阻害行為（1,000㎡以上）

中津市提供
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位置図（大分港 大在地区）

大分港大在地区コンテナクレーン2号機更新工事の進捗状況について

施工箇所

荷役作業の効率性の向上を図るため、港湾

利用者との協議結果、コンテナ専用吊具装置

の上面に金具保管箱を追加設置することによ

り、約6００万円の増額となるもの。

工事概要

： 令和6年度 港起債大第3-2号 コンテナクレーン更新工事

： 大分港大在地区 大分市大字大在

： コンテナクレーン製作・据付工 1基 （2号機）

： 令和7年3月28日～令和9年3月15日

： 設計額 1,574,064,800円

： 請負額 1,448,150,000円

： 株式会社 三井E&S

クレーン図面

◆工 事 名

◆工事場所

◆工事内容

◆ 工 期

◆ 金 額

◆ 受 注 者

現地写真

工場製作中の新設２号機

コンテナ専用吊具装置
（スプレッダ）

金具保管箱

変更理由

金具保管箱

側面図

平面図

コンテナの四隅に緊締金具を差し込むこと
で上下のコンテナを連結し、荷崩れを防止

緊締金具 緊締金具

コンテナ

コンテナ

スプレッダ

船内でのコンテナ荷崩れ防止のために使用する緊締金具は、コンテナ下面
に差し込まれたまま船内から陸揚げされ、岸壁側で金具を取り外した後、作
業員が船に直接乗り込み、手渡しで金具を戻している状況。今回の追加設置
により、コンテナクレーンで金具を運搬することで、作業員が船に直接乗り
込むことなく、金具を戻すことが可能となり、荷役作業の効率性が向上。

【港湾課】
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大分県海岸保全基本計画の改定について

１．海岸保全基本計画の概要

【海岸保全基本計画】

海岸保全基本計画は、海岸法により国が定めた「海岸保全基本方針」に基づいて、

「防護」「環境」「利用」が調和した海岸の保全を総合的に推進するための計画

【これまでの改定経緯】
平成１５年３月 大分県海岸保全基本計画策定

平成２７年２月 防災・減災対策に関する事項を追加

平成２８年３月 維持・修繕に関する事項を追加

令和８年３月（予定） 今回改定

２．今回改定の理由

海岸保全基本方針 （農林水産省・国土交通省）

「海岸保全を気候変動による影響を

考慮した対策へ転換する」

３．主な改定内容

４．今後のスケジュール

令和８年１月 パブリックコメント

沿岸自治体から意見聴取

２月 検討委員会

３月 令和８年第１回常任委員会 改定報告

３月 計画改定・公表

パリ協定の目標と整合する２１００

年に２℃上昇するシナリオを前提に、

その影響予測を海岸保全の方針に

反映する

・今後整備を行う海岸保全施設の防護水準について

は、施設の供用期間中に予測される気候変動の影

響を考慮して計画する。ただし、整備中の事業など

防護効果の発現を急ぐ場合は、現行の計画により

整備を進める。

・本計画改定以降においても、今後の新たな知見や

観測データの蓄積に基づき、適宜防護水準の見直

しを検討していく。

波浪
・極値は上がる
・波向きが変わる

高潮時の
潮位偏差

・極値は上がる

平均
海面水位

・上昇する

〈気候変動影響の将来予測〉

【港湾課】
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都市計画道路 庄の原佐野線街路改築工事の進捗状況について（Ｐ１橋脚・Ｐ２橋脚）

位置図 工事内容

１／２

事業区間全体図

： Ｐ1橋脚 鋼製門型橋脚 橋脚躯体工、場所打杭工 Ｎ＝９本（φ15００）

P2橋脚 鋼製門型橋脚 橋脚躯体工、場所打杭工 N=15本（φ2000）

： （当初）662，969，296円（税込）

： 令和６年9月26日 ～ 令和8年3月30日（工期変更なし）

： 株式会社 佐伯建設

・

・

・

・

工 事 の 概 要

契 約 金 額

工 期

受 注 者

①航空写真

P1

P2

P3

P4

R7.9撮影A1
P1橋脚

橋脚構造図状況写真

20.5m

9
.0

m

10.5m 場所打杭工Φ1500

L=38.0m N=9本

庄の原佐野線（下郡工区） 事業延長Ｌ＝０．９ｋｍ

下郡・明野工区

ＪＲ豊肥本線 米良バイパス

第１橋梁 L=210m

鋼３径間連続合成細幅箱桁橋

至 大分IC

第２橋梁 Ｌ＝１６２ｍ

PC4径間連結少主桁橋

第３橋梁

Ｌ＝５４ｍ

鋼単純

少数鈑桁橋

第４橋梁

Ｌ＝７０ｍ

鋼２径間連続

少数鈑桁橋

Ａ・Ｄランプ橋梁

Ｌ＝１０８ｍ

３径間連続

合成床版橋

鋼 鋼 Con Con Con Con 鋼 鋼 鋼 Con Con Con鋼Con 鋼

下郡バイパス

【Ｐ１】

（下り線側）

（上り線側）

完成

【Ｐ8】
完成

【Ｐ9】
完成

【Ｐ10】
完成

【Ｐ11（下り）】

【AP1】
完成

【AP2】

【DP2】
完成

【Ｐ6】
完成

【Ｐ7】
完成

【Ｐ3】
完成

【A1】
発注済

【AA2】

【DA2】
発注済

【Ｐ2】

発注済

【Ｐ5】
発注済

【Ｐ４】
完成

【Ｐ13】
発注済

【Ｐ14】
完成

【Ｐ15】
発注済

【Ｐ11（上り）】
完成

【Ｐ12】
完成

工事箇所

3
.0

m

18.3m

1
0
.1
m

3
.0

m

26.8m

場所打杭工Φ2000

L=37.0m N=15本

P2橋脚

土木建築部 都市・まちづくり推進課

CL

DL=0.00

CL

庄の原佐野線

大分米良IC

広域防災拠点
大分スポーツ公園

大分光吉IC

下郡工区

L=0.9km

加納西交差点

大分市役所

大分県庁

下郡・明野工区

L=1.6km
米
良
バ
イ
パ
ス

松
岡
日
岡
線

工事箇所

国土地理院地図を加工して作成
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都市計画道路 庄の原佐野線街路改築工事の進捗状況について（Ｐ１橋脚・Ｐ２橋脚） ２／２

変更内容

１．掘削土の処分による増額・・・【＋１８百万円】

橋脚の掘削土は、隣接工事の盛土として流用する計画であったが、含水

比が高い軟弱土で、盛土材として不適当であったため、本工事にて掘削土

を処分

掘削土運搬状況掘削土仮置き状況

３．現場環境改善費の追加による増額・・・【＋９百万円】

大分県「現場環境改善 取扱要領」に基づき、現場環境改善費を追加計上

作業環境の整備

２．矢板の存置による増額・・・【＋９百万円】

矢板は埋設水道管に影響がある箇所を除いて撤去する計画であったが、

本工事の矢板撤去時に周辺地盤への影響が確認されたので、工法の再検

討を行い、県道や民地に近接する矢板を存置した。

【約３６百万円の増額】
土木建築部 都市・まちづくり推進課

矢板撤去による周辺への影響

撤去による地盤の沈下で

生じた亀裂

〇仮設備関係（監視カメラ・花壇など）

〇営繕関係（現場事務所の快適化など）
〇安全関係（熱中症対策など）

〇地域連携（デザイン工事看板など）

上記各項目ごとに１内容ずつ

（いずれか１項目のみ２内容）
の実施を発注者が確認

⇒「現場環境改善費」を計上

（変更設計）

P1橋脚 P2橋脚

埋設管（水道管）

鋼矢板
（当初設計から存置）

民地（ガソリンスタンド）

鋼矢板

（変更設計にて撤去から
存置に変更）

県道

平面図

矢板撤去時に周辺への
影響が確認された範囲
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大分県耐震改修促進計画

新たな大分県耐震改修促進計画の素案について 土木建築部建築住宅課

第３章 耐震化を促進するための施策

・基本的な施策 【継続】

（１）住宅の耐震化の促進

（２）特定建築物の耐震化の促進

（３）建築物の仕上げ材等や付属する工作物、建築設備等の安全確保

（４）相談体制の整備

（５）情報提供の充実

・重点的に取り組む施策 【継続】

(１)木造住宅の耐震化

(２)要緊急安全確認大規模建築物の耐震化

(３)建築物に付属するブロック塀の安全確保

・今後検討すべき課題 【追加】

(1)新耐震基準以降(昭和56年から平成12年まで)の木造住宅の耐震化

背景 ： 能登半島地震で倒壊等の被害発生

(2)道路部局等関係機関と連携した緊急輸送道路等の沿道建築物の耐震化

背景 ： 国の基本方針に新たな施策として追加

第４章 その他の地震時の安全対策

・家具等の転倒防止、非構造部材の安全対策の推進 など 【継続】

・指導等の具体的な内容、対象となる建築物 など

第５章 建築物の所有者に対する指導等（解説）

第１章 総則

【位置付け】
耐震改修促進法に基づく法定計画（第５条）

【計画期間】
令和８年度～令和１７年度（１０年間）

【目 的】 地震発生時における県民の生命、身体及び財産の保護を図るため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進すること

【策定理由】 現計画（平成２８年度策定）が令和７年度末で期間満了を迎えること。国の基本方針（令和7年7月改正）と整合を図る必要があること。

第２章 耐震化の目標

耐震改修促進法

国の基本方針（令和7年7月改正）

次期計画
（R8～R17）

現計画
（H28～R7）

目標実績目標

（R17）

おおむね解消

（R12）

９5％
88％９２％住宅

－
（R12）

おおむね解消
94％－

要緊急安全確認

大規模建築物※

※昭和56年5月以前に建てられた、大規模な病院・店舗・旅館など

今後のスケジュール
令和７年１２月下旬

パブリックコメント
令和８年

第１回定例会 成案報告
令和８年３月下旬

計画公表
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【位置付け】

・「住宅セーフティネット法」に基づく法定計画（第５条第１項）
・「大分県住生活基本計画」の個別計画

【計画期間】

・令和８年度～令和１７年度（10年間）

新たな大分県賃貸住宅供給促進計画の素案について

第１章 総則

【目 的】 県内における住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居や居住の安定に向け、必要な施策を総合的かつ効果的に推進すること。
【策定理由】 現計画（令和元年度策定）が令和７年度末で期間満了を迎えること。国の基本方針（令和７年７月改正）と整合を図る必要があること。

土木建築部建築住宅課

第３章 目標と取り組む施策

第２章 住宅確保要配慮者の範囲

大分県賃貸住宅供給促進計画

〇 賃貸住宅の供給の目標【継続】目標

〇 公的賃貸住宅の供給の促進【継続】

〇 民間賃貸住宅への円滑な入居の促進【継続】

〇 民間賃貸住宅の管理の適正【継続】

〇 賃貸住宅に入居する要配慮者に対する日常生活を営む
ために必要な福祉サービス等の提供体制の確保【追加】

施策

必要な情報
包括的なサポート

居住支援法人

福祉事業者等

行政

連携した支援体制の構築

個別計画

賃貸住宅入居の
要配慮者

・新婚世帯 ・UIJターンによる転入者

・要配慮者に対して生活支援等を行う者
・性的少数者

・海外からの引揚者

・原子爆弾被爆者
・戦傷病者

・児童養護施設退所者

・留学生の生活を支援する学生

県
が
定
め
る
者

・困難な問題を抱える女性支援法に

規定される者【追加】

・刑の執行のため
刑事施設に収容されていた者【追加】

・保護観察対象者【変更】

・東日本大震災その他著しく異常かつ

激甚な非常災害による被災者

・外国人

・永住帰国した中国残留邦人
・児童虐待を受けた者

・ハンセン病療養所入所者

・DV被害者
・北朝鮮拉致被害者

・犯罪被害者

・生活困窮者

省
令
で
規
定
す
る
者

・低額所得者

・被災者

（発災後３年以内）

・高齢者

・障がい者
・子どもを養育している者

法
で
規
定
す
る
者

住宅セーフティネット法

法定計画

提供

住生活基本法

国の基本方針

（令和７年７月改正）

住生活基本計画（全国計画）

大分県住生活基本計画

今後のスケジュール
令和７年１２月下旬

パブリックコメント
令和８年

第１回定例会 成案報告
令和８年３月下旬

計画公表
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